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別紙１

予算

収入

運営費交付金 6,350 6,350

国庫補助金収入 883 707 1,854 3,444

拠出金収入 20,322 553 16,043 18,390 55,308

手数料収入 60,151 60,151

受託業務収入 926 5,410 3,262 9,598

運用収入 1,671 312 1,983

雑収入 7 1 146 8 5 167

計 22,883 1,572 85,471 18,390 5,418 3,268 137,001

支出

業務費 16,501 1,300 81,659 18,585 5,380 3,243 126,667

人件費 1,254 130 38,056 85 188 99 39,813

業務費 15,247 1,170 18,500 5,192 3,143 43,252

審査等事業費 29,533 29,533

安全対策等事業費 14,069 14,069

一般管理費 541 74 10,526 12 38 25 11,216

人件費 270 3,626 3,897

物件費 271 74 6,899 12 38 25 7,319

計 17,043 1,374 92,184 18,597 5,418 3,268 137,883

【注記１】
人件費については、平成２７年度以降の増員分は自己財源によるものとして計算。

【注記２】
計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

中期計画（平成26年度～平成30年度）の予算

金額

審査等
勘定

区分
副作用救済

勘定
感染救済

勘定
特定救済

勘定
受託・貸付

勘定
受託給付

勘定
計

（単位：百万円）
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別紙２

24,163 1,495 93,471 18,600 5,422 3,269 146,420

　 16,346 1,233 75,708 18,585 5,383 3,243 120,498

　 救済給付金 12,270 155 12,425

保健福祉事業費 197 621 818

審査等事業費 29,719 29,719

安全対策事業費 11,317 11,317

特定救済給付金 18,390 18,390

健康管理手当等給付金 5,118 5,118

特別手当等給付金 1,294 1,294

調査研究事業費 1,768 1,768

業務費 2,619 331 117 93 88 3,249

　 人件費 1,260 126 34,673 78 172 92 36,399

　 542 78 10,520 12 38 25 11,214

　 人件費 272 3,306 3,577

　 物件費 270 78 7,214 12 38 25 7,636

241 16 7,243 4 1 1 7,507

7,030 163 7,192

　 5 5 10

22,876 1,572 85,713 18,600 5,418 3,268 137,447

883 707 1,854 207 3,651

20,322 553 16,043 36,918

60,151 60,151

5,410 3,262 8,672

926 926

6,350 6,350

89 4 92

207 207

1,671 312 1,983

18,390 18,390

　 1 92 8 5 107

▲ 1,287 77 ▲ 7,759 0 ▲ 4 ▲ 1 ▲ 8,974

▲ 1,287 77 ▲ 7,759 0 ▲ 4 ▲ 1 ▲ 8,974

【注記１】
審査等勘定の運営費交付金で措置している業務に係る職員の退職手当については、運営費交付金を財源とするものと想定している。
但し、法附則第8条第2項の規定でいう、在職期間に相当する退職手当として運営費交付金で措置された金額を除くものとする。

【注記２】
計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

受託業務収入

その他の政府交付金収益

運営費交付金収益

資産見返補助金等戻入

総利益（△総損失）

資産見返物品受贈額戻入

財務収益

特定救済基金預り金取崩益

雑益

純利益（△純損失）

目的積立金取崩額

収益の部

経常収益

国庫補助金収益

拠出金収入

手数料収入

収支計画

費用の部

経常費用

業務経費

一般管理費

減価償却費

中期計画（平成26年度～平成30年度）の予算

区分

金額

副作用
救済勘定

感染救済
勘定

審査等
勘定

特定救済
勘定

受託・貸付
勘定

受託給付
勘定

計

（単位：百万円）

資産見返運営費交付金戻入

責任準備金繰入

雑損
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審査等勘定運営費交付金の算定ルール

中期目標期間（平成 26 年度～平成 30 年度）の運営費交付金の算定ルールについては、

次のとおりとする。

1．平成 26 年度 
業務の実施に要する費用を個々に見積もり算出する。

2．平成 27 年度以降 
次の算定式による。

運営費交付金＝業務部門人件費＋経費＋特殊要因－自己収入

○業務部門人件費＝ 基本給等（Ａ）＋退職手当（Ｓ）

Ａ：基本給、諸手当、共済組合負担金等の人件費（退職手当を除く）をいい、次の式に

より算出する。

Ａ＝[｛Ｐ1×α×β｝＋｛Ｐ2×β｝＋Ｐ3] 

Ａ  ：当該年度の基本給等

Ｐ1 ：前年度の基本給中昇給及び給与改定の影響を受けるもの  
Ｐ2 ：前年度の基本給中給与改定の影響を受けるもの  
Ｐ3 ：前年度の基本給中昇給及び給与改定の影響を受けないもの 
α  ：運営状況等を勘案した昇給原資率  
β  ：運営状況等を勘案した給与改定率  

Ｓ：当年度の退職予定者及び前年度以前の予定退職者に対応した当年度分退職手当額 

○経 費＝（（一般管理費（Ｂ）×γ1×δ）＋（事業費（Ｒ）×γ2×δ））

Ｂ：前年度管理部門に係る物件費

Ｒ：前年度の業務に係る物件費

γ1 ：効率化係数（一般管理費） 
γ2 ：効率化係数（事業費） 
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δ ：消費者物価指数 
 
○特殊要因＝法令改正等に伴い必要となる措置又は現時点で予測不可能な事由により発

生する資金需要であって、毎年度の予算編成過程において決定する。  
 
○自己収入＝運営費交付金を財源として実施する事務・事業から生じるであろう収入の

見積額 
 
〔注記〕  
1．α、β、δ、γ1 及び γ2 については、以下について勘案した上で、各年度の予算編成過程

において、当該年度における具体的な計数値を決める。  
δ（消費者物価指数）：前年度の実績値を使用する。  

2．中期計画全般にわたる予算の見積に際しては、  
①α、β 及び δ については伸び率を 0 と仮定した。  
②γ1（効率化係数）については、平成 27 年度▲3.75％、平成 28 年度▲3.90％、平成 29
年度▲4.05％、平成 30 年度▲4.23％と仮定した。 
③γ2（効率化係数）については、平成 27 年度▲1.25％、平成 28 年度▲1.27％、平成 29
年度▲1.28％、平成 30 年度▲1.30％と仮定した。 
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第 3期中期計画実行基本方針 

 

平成 26年 11月 25日 

理 事 会 決 定 

 

１ 第 3期中期計画終了時までに目指す PMDAの姿 

 

  経営環境が常に変化する中で、我が国で唯一無二の機関である PMDA が、より高いレベ

ルで期待に応えていくため、普遍性のある「PMDAの理念」を基本に、第 3期中期計画の実

行を通して、同計画終了時までに目指す PMDAの姿は以下のとおりとする。 

 

○レギュラトリーサイエンスに基づき、常に最新の科学的知見に従ってより迅速かつ質の

高い審査・安全対策・健康被害救済の各業務を遂行する PMDA 

○各国規制当局と協調し、国際的な調和をリードする PMDA 

○アカデミア等と連携し、有効性・安全性・品質の確保及びその信頼性保証において医療

水準の向上に貢献する PMDA 

○国民をはじめとするステークホルダーに信頼される行動とコミュニケーションを行う

PMDA 

○業務の標準化、効率化、高度化を進め、申請者・相談者及び職員の業務負担を軽減する

とともに、優秀な職員が集まり、働き続けられる PMDA 

 

 

２ 第 3期中期計画実行に際して基本とすべき戦略的視点と方針 

 

○質が高く信頼される業務遂行の観点から、 

・制度改正に的確に対応する 

・審査の質の向上とその成果の見える化を進める 

・科学的な知見の深化とデータ分析の高度化を進める 

・アカデミア、企業の有望なシーズの実用化のための相談機能を強化する 

○PMDAの期待される役割を果たし、プレゼンスを向上させる観点から、 

・国際的な規制基準調和活動への貢献と特にアジア地域へのコミットメントを強化する 

・信頼性保証・品質管理などに関する知識・手法のステークホルダーへの移転のための

研修機能を強化する 

・PMDAの業務及び成果について、透明性やわかりやすさを重視しつつ、情報発信を強化

する 

○限られたリソースを最大限活かす観点から、 

・業務の優先順位付け・合理化と計画的な取組みを進めるとともに、状況変化に機動的

に対応する 

・職員一人あたりの生産性を向上させ、組織全体としてのパフォーマンスを向上させる 

・業務の標準化、効率化を前提としたシステム開発・改修、コスト削減等を進める 

・優秀な人材確保・育成のための人事・研修体制を確立する 
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営評議会設置規程

平成１６年６月２日

１６規程第２２号

改正 平成１７年３月３１日１７規程第１２号

平成２０年４月 １日２０規程第 ７号

平成２１年６月１２日２１規程第 ８号

平成２２年９月２２日２２規程第１１号

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）は、サリドマイド、ス

モンといった医薬品による悲惨な薬害の発生を教訓として、医薬品の副作用による健康被

害を迅速に救済することを目的として昭和５４年１０月に設立された医薬品副作用被害救

済基金を前身とする医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構及び国立医薬品食品衛生研

究所医薬品医療機器審査センターの業務の全部並びに平成１６年４月の改正前の薬事法

（昭和３５年法律第１４５号）第１４条の３に規定する指定調査機関である財団法人医療

機器センターの業務の一部を統合するものとして、平成１４年の第１５５回臨時国会にお

いて独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案が審議され、成立の上、同年公布された独

立行政法人医薬品医療機器総合機構法（法律第１９２号。以下「法」という。）に基づき、

平成１６年４月１日に設立された。

この運営評議会は、機構が行う業務の公共性に鑑み、その運営について、独立行政法人

として必要な効率性、透明性及び自主性のほか、高い中立性が求められ、また、医薬品及

び医療機器のより一層の安全性確保の観点から医薬品等による健康被害を受けた方々の代

表を含めた学識経験者の幅広い意見をその運営に反映する必要があることから、平成１４

年１２月１２日の参議院厚生労働委員会における厚生労働大臣発言により、機構に審議機

関を設置することとされたことに基づき設置するものである。

（設置）

第１条 機構に業務及び運営に関する重要事項を審議する機関として、運営評議会を設置

する。

（組織）

第２条 運営評議会は、２０人以内の委員で組織する。

（委員の委嘱）

第３条 委員は、機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事

長が委嘱する。
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（委員の任期等）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 委員は、非常勤とする。

（会長）

第５条 運営評議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

２ 会長は、運営評議会の事務を掌理する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（招集、開催）

第６条 会長は、運営評議会を招集し、開催しようとするときは、あらかじめ、日時、場

所及び議題を委員に通知するものとする。

２ 会長は、理事長の諮問を受けたときは、運営評議会を招集し、開催しなければならな

い。

３ 委員は、会長に対し、運営評議会の開催を求めることができる。

（議事）

第７条 運営評議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することがで

きない。

２ 運営評議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の場合は、

会長の決するところによる。

３ 委員は、あらかじめ通知された議題について、書面又は他の委員を代理人として議決

権を行使することができる。

４ 前項の規定により議決権を行使する者は、運営評議会に出席したものとみなす。

（代理者の出席）

第８条 委員は、やむを得ない理由により出席できない場合には、会長の承認を得て、代

理者に意見を述べさせることができる。

（専門委員及び委員会）

第９条 運営評議会に、専門的事項を審議するため、専門委員を置くものとする。

２ 専門委員は、機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事

長が委嘱する。

３ 運営評議会に、理事長が指名する委員又は専門委員により構成する救済業務委員会及

び審査・安全業務委員会（以下「委員会」という。）を置くものとする。

４ 前５条の規定は、専門委員及び委員会に準用する。
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（委員等の秘密保持義務）

第１０条 委員又は専門委員若しくはこれらの職にあった者は、その職務上知ることがで

きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

（資料の提出等の要求）

第１１条 運営評議会及び委員会は、審議又は調査のため必要があると認めるときは、機

構の役職員その他の者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。

（庶務）

第１２条 運営評議会の庶務は、企画調整部において処理する。

２ 救済業務委員会の庶務は健康被害救済部、審査・安全業務委員会の庶務は審査マネジ

メント部において処理し、企画調整部において総括する。

（雑則）

第１３条 この規程に定めるもののほか、運営評議会の運営に関し必要な事項は、会長が

運営評議会に諮って定める。

２ 前項の規定は、委員会に準用する。

附 則

１ この規程は、平成１６年６月２日から施行する。

２ 理事長は、第５条第１項の規定に基づき会長が選任されるまでの間、その職務を代行

することができる。

３ 第４条第１項の規定に関わらず、運営評議会設置規程の一部を改正する規程（平成２

２年９月２２日２２規程１１号）の施行の際、現に委嘱されている委員の任期は、平成

２２年１０月１日から起算して２年とする。

附 則（平成１７年３月３１日１７規程第１２号）

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年４月１日２０規程第７号）

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年６月１２日２１規程第８号）

この規程は、平成２１年６月１２日から施行する。

附 則（平成２２年９月２２日２２規程第１１号）

この規程は、平成２２年９月２２日から施行する。

- 326 -



独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営評議会運営規程

（趣旨）

第１条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構運営評議会設置規程（以下「設置規程」という。）

第１条に定める運営評議会並びに第９条第３項に定める救済業務委員会及び審査・安全業務委

員会（以下「委員会」という。）の運営については、設置規程に定めるもののほか、この規程に

定めるところによる。

（議事録）

第２条 議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

（１）会議の日時及び場所

（２）出席した委員又は専門委員の氏名、委員又は専門委員総数並びに独立行政法人医薬品医療

機器総合機構（以下「機構」という。）の役職員の氏名及び所属部署名

（３）議題となった事項

（４）審議経過

（５）決議

（情報公開）

第３条 議事並びに議事録及び提出資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、

個人の秘密、企業の知的財産が開示され特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれが

ある場合については、非公開とする。

２ 議事並びに議事録及び提出資料の公開又は非公開の決定については、会議の開催の都度、会

長（委員会にあっては、委員長。以下この項において同じ。）が会議に諮り、審議を行った上で、

会長が定める。

３ 議事並びに議事録及び提出資料の非公開の決定に当たっては、非公開の申出を行った委員又

は専門委員若しくは機構の役職員から非公開とする部分及びその理由について説明を受けた上

で、前項の審議を行うものとする。

附 則

（施行期日）

この規程は、平成１６年７月３０日から施行する。

附 則

（施行期日）

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この規程は、平成２１年６月１２日から施行する。
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運営評議会委員名簿
（平成27年３月31日）

氏 名 役 職

青 井 倫 一 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科教授

泉 祐 子 全国薬害被害者団体連絡協議会世話人（薬害肝炎全国原告団）

◎市 川 厚 武庫川女子大学薬学部長 （平成26年９月まで）

岡 野 光 夫 東京女子医科大学先端生命医科学研究所特任教授

川 西 徹 国立医薬品食品衛生研究所所長

神 田 敏 子 元全国消費者団体連絡会事務局長

木 平 健 治 広島大学病院薬剤部長

見 城 美枝子 青森大学社会学部教授

児 玉 孝 （公社）日本薬剤師会会長 （平成26年９月まで）

鈴 木 邦 彦 （公社）日本医師会常任理事

鈴 木 賢 （一社）日本医薬品卸売業連合会会長

袖 野 直 悦 全国薬害被害者団体連絡協議会世話人

（ヤコブ病サポートネットワーク） （平成26年10月から）

田 島 優 子 さわやか法律事務所弁護士

多 田 正 世 日本製薬工業協会会長 （平成26年６月から）

辻 琢 也 一橋大学大学院法学研究科教授

手代木 功 日本製薬工業協会会長 （平成26年６月まで）

内 藤 晴 夫 日本製薬団体連合会会長 （平成26年６月まで）

中 尾 浩 治 （一社）日本医療機器産業連合会会長

野木森 雅郁 日本製薬団体連合会会長 （平成26年６月から）

橋 本 信 夫 独立行政法人国立循環器研究センター理事長

花 井 十 伍 全国薬害被害者団体連絡協議会代表世話人（大阪ＨＩＶ訴訟原告団）

（平成26年10月から）

増 山 ゆかり 全国薬害被害者団体連絡協議会世話人（財）いしずえ）

（平成26年９月まで）

○溝 口 秀 昭 東京女子医科大学名誉教授

◎望 月 正 隆 東京理科大学薬学部教授 （平成26年10月から）

矢 倉 七美子 全国薬害被害者団体連絡協議会世話人（ＮＰＯ法人京都スモンの会）

（平成26年９月まで）

山 本 信 夫 （公社）日本薬剤師会会長 （平成26年10月から）

◎会長、○会長代理

（五十音順）（敬称略）
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救済業務委員会委員名簿
（平成27年３月31日）

氏 名 役 職

明 石 貴 雄 東京医科大学病院薬剤部長

乾 英 夫 （公社）日本薬剤師会副会長 （平成26年12月から）

磯 部 哲 慶應義塾大学法科大学院教授 （平成26年11月まで）

今 村 定 臣 （公社）日本医師会常任理事

沖 村 一 徳 日本製薬団体連合会救済制度委員会委員長 （平成26年４月から）

海 渡 健 東京慈恵会医科大学付属病院医療安全推進室長

木 津 純 子 慶應義塾大学薬学部教授

倉 田 雅 子 納得して医療を選ぶ会事務局長

栗 原 敦 全国薬害被害者団体連絡協議会世話人

（ＭＭＲ被害児を救援する会）

昌 子 久仁子 日本医療機器産業連合会救済制度委員会委員

田 島 優 子 弁護士（さわやか法律事務所）

辻 内 孝 之 日本製薬団体連合会救済制度委員会副委員長

府 川 繭 子 青山学院大学法学部准教授 （平成26年12月から）

水 澤 英 洋 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院長

◎溝 口 秀 昭 東京女子医科大学名誉教授

矢 倉 七美子 全国薬害被害者団体連絡協議会世話人

(ＮＰＯ法人京都スモンの会)

○安 原 眞 人 東京医科歯科大学医学部教授

湯 浅 和 恵 スティーブンス・ジョンソン症候群患者会代表

◎委員長、○委員長代理

(五十音順)（敬称略）
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審査・安全業務委員会委員名簿
（平成27年３月31日）

氏 名 役 職

石 山 陽 事 つくば国際大学医療保健学部臨床検査学科教授

◎市 川 厚 武庫川女子大学薬学部長 （平成26年10月まで）

稲 垣 治 日本製薬工業協会医薬品評価委員会委員長

宇 田 恒 信 日本製薬団体連合会安全性委員会委員長

川 西 徹 国立医薬品食品衛生研究所所長

神 田 敏 子 元全国消費者団体連絡会事務局長

北 田 光 一 千葉大学名誉教授

貞 松 直 喜 （一社）日本医薬品卸売業連合会薬制委員会委員

鈴 木 邦 彦 （公社）日本医師会常任理事

鈴 木 洋 史 （公社）日本薬剤師会副会長 （平成26年10月から）

土 屋 文 人 （公社）日本薬剤師会副会長 （平成26年10月まで）

出 元 明 美 全国薬害被害者団体連絡協議会世話人

（陣痛促進剤による被害を考える会）

冨 山 雅 史 （公社）日本歯科医師会常務理事

花 井 十 伍 全国薬害被害者団体連絡協議会代表世話人 （平成26年10月まで）

（大阪HIV薬害訴訟原告団）

原 澤 栄 志 （一社）日本医療機器産業連合会常任理事

樋 口 輝 彦 国立精神・神経医療研究センター理事長

本 田 麻由美 読売新聞東京本社編集局社会保障部次長

増 山 ゆかり 全国薬害被害者団体連絡協議会世話人 （平成26年10月から）

（（公財）いしずえ）

○松 本 和 則 獨協医科大学特任教授

◎望 月 正 隆 東京理科大学薬学部教授 （平成26年10月から）

山 崎 文 昭 ＮＰＯ法人日本がん患者協会理事長

吉 田 茂 昭 青森県病院事業管理者

◎委員長、○委員長代理
(五十音順)（敬称略）
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注 記

Ⅰ．重要な会計方針

１．運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

当機構が実施する業務は一定の期間の経過とともに業務が進行するものではなく、また成

果達成度合の合理的な見積が困難であることから、一定の業務等と運営費交付金財源との対

応関係を明確に示すことが困難であります。

よって業務進行の実態は活動に要した費用額で捉えることが最も合理的であることから

費用進行基準を採用しております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的債券

償却原価法(定額法)によっております。 

３．仕掛審査等費用の評価基準及び評価方法

個別法による低価法によっております。

４．減価償却の会計処理方法

(1)  有形固定資産 
① リース資産以外の有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

工具器具備品 2 年～18 年 

また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第 87)の減価償却相当額については、損

益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

(2)  無形固定資産 
定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5 年)に基

づいております。

５．賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

役職員等の翌期賞与支給見込額のうち当期発生分を計上しております。

ただし、当該支給見込額のうち、運営費交付金及び国庫補助金により財源措置がなされる

分については、引当金を計上しておりません。
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６．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括償却することとしておりま

す。ただし、運営費交付金により財源措置がなされる額については、退職給付に係る引当金

を計上しておりません。 
 

７．責任準備金の計上基準 
将来の救済給付金の支払に備えるため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14

年法律第 192 号)第 30 条の規定により、業務方法書で定めるところによる金額を計上してお

ります。 
 

８．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10 年利付国債の平成 27 年 3 月末利回りを参考に、0.400%で計算しております。 
 

９．リース取引の処理方法 
リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 
リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 
 
10．消費税等の会計処理 

税込方式によっております。 
 
 
Ⅱ．注記事項 
 

１．貸借対照表注記 
(1)  金融商品の時価等に関する注記 

① 金融商品の状況に関する事項 
預金は、決済用預金としております。 

また、資金運用については、長期性預金及び公社債等に限定しており、投資有価証券

は独立行政法人通則法第 47 条の規定等に基づき、公債、財投機関債及び A 格以上の社

債のみを保有しており、株式等は保有しておりません。 
② 金融商品の時価等に関する事項 

決算日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。 
（単位：円） 

区    分 
貸借対照表 
計上額 (＊) 

決算日における

時  価 (＊) 差  額 

ア．現金及び預金 22,920,110,097 22,920,110,097 0 
イ．有価証券及び投資有価証券 36,737,171,291 38,005,700,000 1,268,528,709 
ウ．未払金 (3,053,474,842) (3,053,474,842) 0 

(＊) 負債に計上されているものは、( )で示しております。 
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（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券等に関する事項 
ア．現金及び預金 

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 
 

イ．有価証券及び投資有価証券 
これらの時価は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によってお

ります。 
また、有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。 

 
1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

（単位：円） 

区    分 貸借対照表 
計 上 額 

決算日における

時     価 差    額 

時価が貸借対照表計

上額を超えるもの 36,737,171,291 38,005,700,000 1,268,528,709 

時価が貸借対照表計

上額を超えないもの 0 0 0 

合    計 36,737,171,291 38,005,700,000 1,268,528,709 

 
2) 満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額 

（単位：円） 

区  分 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年 超 
10 年以内 10 年超 

国債 1,000,000,000 3,200,000,000 7,200,000,000 0 
政府保証債 0 4,600,000,000 12,300,000,000 0 
地方債 2,500,000,000 0 0 0 
事業債 0 2,000,000,000 0 0 
財投機関債 500,000,000 3,300,000,000 0 0 
特殊債 0 0 0 0 

合  計 4,000,000,000 13,100,000,000 19,500,000,000 0 
 

ウ．未払金 
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 
 

(2)  引当外賞与見積額 
運営費交付金及び国庫補助金から充当されるべき賞与の見積額   70,024,512 円 

 
(3)  引当外退職給付見積額 

運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額   64,381,558 円 
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２．損益計算書注記 
(1)  保健福祉事業費は、障害者のための一般施策では必ずしも支援が十分ではないと考えられ

る重篤かつ希少な医薬品副作用被害を受けた制度対象者等の QOL（Quality of Life）向上のた

めの調査研究事業のために要した費用であり、調査協力謝金等で構成されております。 
 
(2)  審査等事業費は、医薬品、医療機器等の承認審査等事業のために要した費用であり、謝金、

旅費、事務庁費等で構成されております。また、安全対策等事業費についても、医薬品、医

療機器等の安全対策事業のために要した費用であり、謝金、旅費、事務庁費等で構成されて

おります。 
 
(3)  調査研究事業費は、エイズ発症予防に資するための血液製剤によるＨＩＶ感染者の調査研

究のために要した費用であり、全額ＨＩＶ感染者の健康管理費用となっております。 
 
(4)  手数料収入は、医薬品等の承認審査業務を行うための財源として、承認申請者から納付さ

れる収入であります。 
 
(5)  拠出金収入は、救済業務及び安全対策業務を行うための財源として、医薬品等の製造販売

業者から納付される収入であります。 
 
(6)  責任準備金については、過年度の算定誤りによる繰入不足額 1,015,346,126 円を臨時損失

として計上しております。 
 

 
３．キャッシュ・フロー計算書注記 

資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金   22,920,110,097 円 
資金期末残高   22,920,110,097 円 

 
４．行政サービス実施コスト計算書注記 

引当外退職給付増加見積額には、国からの出向役職員にかかる 66,505,100 円を含んでおり

ます。 
 

５．資産除去債務注記 
当機構は、不動産賃借契約に基づき、事務所退去時における原状回復に係る債務を有して

おりますが、当該債務に関連する賃借資産の実質的な使用期間は明確ではありません。 

従って、当該債務の履行時期を予測することは困難であり、資産除去債務を合理的に見積

もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 
 
６．退職給付引当金注記 

(1)  採用している退職給付制度の概要 
当機構は確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 
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(2)  退職給付債務に関する事項 
（単位：円） 

区    分 平成 27 年 3 月 31 日現在 

① 退職給付債務 1,575,538,051 
② 未認識数理計算上の差異 224,403,821 
③ 退職給付引当金（①+②） 1,799,941,872 

 
(3)  退職給付費用に関する事項 

（単位：円） 

区    分 平成 26 年 4 月 1 日 
～27 年 3 月 31 日 

① 勤務費用 250,206,648 
② 利息費用 15,972,635 
③ 数理計算上の差異の費用処理額 △9,434,006 
④ 退職給付費用（①+②+③） 256,745,277 

(注) 他の機関からの出向者にかかる退職給付費用の負担分として①勤務費用に

4,327,183 円、②利息費用に 323,678 円をそれぞれ計上しております。 

 
(4)  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

区    分 平成 27 年 3 月 31 日現在 

割引率 1.1％ 
退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 
数理計算上の差異の処理年数 １年 

数理計算上の差異は、発生の

翌事業年度に一括償却する

こととしております。 
 
 
Ⅲ．重要な債務負担行為 

該当事項はありません。 

   

Ⅳ．重要な後発事象 
該当事項はありません。 
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